
建設業許可を取り消した建設業許可業者について，建設業法第29条の５第１項の規定により，次のとおり公告します。

令和５年９月

【注意事項】

・廃業届の提出による取消処分であり，違法行為等による取消処分ではありません。

・一覧にある業者の中には，一部の業種のみを廃業した業者も含まれています。

１　処分の内容

　建設業法第29条第１項の規定による取消し

２　処分の原因となった事実

　建設業を廃業した旨の届出があり，このことが，建設業法第29条第１項第４号の規定に該当する。

３　処分年月日，許可番号，商号又は名称，代表者氏名，主たる営業所の所在地及び取り消した許可

　次の表のとおり

　※処分年月日時点の状況です。

処分年月日 商号又は名称 代表者
全部廃業又は
一部廃業

取り消した許可業種

令和5年7月4日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 38082 号 （株）ＭＫリソナ 佐々木　健二 広島県広島市南区 松川町１－１５－８０４ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和5年7月13日 広島県知事 （ 般 － 30 ） 第 36847 号 ケンセイ工業（株） 森岡　美由紀 広島県福山市 多治米町６－１９－１ 一部廃業 土、と、舗

令和5年7月13日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 23199 号 （株）ゼネコス 小川　恭史 広島県福山市 東川口町１－４－１３ 一部廃業 電

令和5年7月13日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 35475 号 ヤマキ建設（株） 石本　雅己 広島県尾道市 高須町３１－３２ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和5年7月21日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 40569 号 （株）オガヒロ設備 小川　寛 広島県広島市安佐北区 上深川町８０６ 一部廃業 消

令和5年7月24日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 37182 号 （株）光和 大坪　隆 広島県廿日市市 地御前１－２－１４－２０３ 一部廃業 塗

令和5年7月25日 広島県知事 （ 特 － 2 ） 第 36333 号 （株）広成開発 森　幸雄 広島県広島市東区 上大須賀町１－１ 一部廃業 土、舗、しゆ、水

令和5年7月31日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 26802 号 濵嵜工務店 濵嵜　和春 広島県江田島市 能美町鹿川１７５－１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和5年7月31日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 40501 号 モラブ工業（株） 藤重　龍二 広島県広島市南区 大洲５－１－４１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和5年7月31日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 28946 号 （株）西部セイフティ 森田　浩志 広島県広島市西区 古江西町２－１４ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和5年7月31日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 34897 号 井森塗料（株） 橋本　忠浩 広島県福山市 南手城町１－２４－３１ 一部廃業 鋼

主たる営業所の所在地許可番号

公告


